
大阪ドーム施設利用補助金交付要綱 

 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、京セラドーム大阪（以下「大阪ドーム」という。）の特性を活かし、大阪ドー

ムにおけるアマチュアスポーツイベントをはじめとする本市施策の推進に寄与する事業の開催を

促進し、もってアマチュアスポーツ振興等を図るとともに、集客の促進に寄与するため、大阪市補

助金等交付規則（平成 18年大阪市規則第７号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、大阪

ドーム施設利用に関する補助金（大阪ドームの貸館事業を実施する会社（以下「貸館事業者」とい

う。）に対する補助金。以下単に「補助金」という。）の交付について必要な事項を定めることを目

的とする。 

 

（補助対象事業） 

第２条 補助金交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、大阪ドームの貸館事業

のうち、次に掲げる事業で、次項各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。 

(1) アマチュアスポーツ振興に寄与する事業 

(2) 前号に掲げるもののほか、文化・教育振興等の本市施策の推進に寄与する事業として市長 

が認める事業 

２ 補助対象事業の要件は、次のとおりとする。 

(1) １日あたりの参加者数が 1,000人以上であること 

(2) 他の制度による補助金の交付を受けていないこと 

(3) 政治的又は宗教的活動としての事業の実施を目的としたものでないこと 

(4) 公序良俗に反する事業の実施を目的としたものでないこと 

 

（補助金の額） 

第３条 本市が交付する補助金の額は、本市会計年度の予算の範囲内で、当該年度に実施する個々の

補助対象事業に係る補助金相当額（貸館事業者が施設利用規程で定めた基本料金（以下「基本料金」

という。）と補助対象事業の実施に際し貸館事業者が実際に徴収した料金（以下「実収料金」とい

う。）との差額の２分の１に相当する額又は基本料金の３分の１に相当する額のうち、いずれか低

い方の額）を合計した額とする。 

2 補助金の額の算定にあたって、個々の補助対象事業に係る補助金相当額に１円未満の端数がある

場合は、これを切り捨てるものとする。 

 

（補助金の交付申請） 

第４条 補助金の交付を申請しようとする者は、大阪ドーム施設利用に関する補助金交付申請書（第

１号様式）に規則第４条各号に掲げる事項を記載し、補助対象事業の開始日の属する月の前月 20

日までに、市長に提出しなければならない。 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

(1) 申請しようとする補助対象事業の概要（事業名称、主催者、事業内容及び１日あたりの予定  

  参加者数）を記した事業計画書 



(2) その他市長が必要と認める書類 

 

（補助金の交付決定） 

第５条 市長は、前条第１項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に

応じて行う聞き取り調査により、適法性及び補助対象事業の目的、内容等が適正であるかどうか及

び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、補助金の交付又は不交付を決定するものとする。 

２ 市長は、前項の場合において、補助金を交付する決定をしたときは、大阪ドーム施設利用に関す

る補助金交付決定通知書（第２号様式）により補助金の交付の申請を行った者（以下「申請者」と

いう。）に通知するものとする。 

３ 市長は、第 1 項の場合において、補助金交付の目的を達するために必要な条件を付して補助金

の交付の決定をすることができる。 

４ 市長は、第１項の場合において、補助金を交付しない決定をしたときは、大阪ドーム施設利用に

関する補助金不交付決定通知書（第３号様式）により申請者に通知するものとする。 

５ 市長は、前条第 1 項の規定による補助金交付申請書の提出を受けた日の翌日から起算して原則

として 45日以内に第１項の規定による補助金の交付又は不交付の決定をするものとする。ただし、

申請書等の記載内容に不備があるとして申請者に補正を求めた場合にあっては、当該補正に要し

た日数は、当該期間に算入しない。 

 

（補助金の交付の除外要件） 

第６条 市長は、第 4 条第 1 項の規定による申請があった場合において、次の各号のいずれかに該

当するときは、補助金を交付しない旨の決定を行うものとする。 

(1) 申請者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）第２条第

６号に規定する暴力団員であるとき 

(2) 申請者が大阪市暴力団排除条例（平成 23年大阪市条例第 10号）第２条第３号に規定する暴

力団密接関係者であるとき 

(3) 申請した事業が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する

暴力団の利益になると認められ、又はそのおそれがあると認められるとき 

 

（申請の取下げ） 

第７条 申請者は、第５条第２項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又はこ

れに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、大阪ドーム施設利用に関する

補助金交付申請取下書（第４号様式）により申請の取下げを行うことができる。 

2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受領した日の翌日から起算して 10日

以内とする。 

3 第 1項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかっ

たものとみなす。 

 

（補助事業の変更等） 

第８条 補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、補助金の交付の決定を

受けた事業（以下「補助事業」という。）の変更（軽微な変更を除く。）をしようとするときは、大



阪ドーム施設利用に関する補助金変更承認申請書（第５号様式）を、補助事業の中止又は廃止をし

ようとするときは、大阪ドーム施設利用に関する補助金中止・廃止承認申請書（第６号様式）を市

長に提出し、承認を受けなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による変更等の申請があったときは、その内容の妥当性について調査し、承

認又は不承認を決定の上、大阪ドーム施設利用に関する補助金変更・中止・廃止承認・不承認決定

通知書（第７号様式）により補助事業者に通知するものとする。 

３ 第１項の軽微な変更は、次のとおりとする。 

(1) 補助対象事業の中止に伴う第３条の規定により算出した補助金相当額の合計額の変更 

(2) 補助事業者の名称、所在地及び代表者の変更 

(3) 補助対象事業の主催者の住所及び氏名（当該主催者が法人である場合は、その名称、主たる

事務所の所在地及び代表者の氏名）の変更 

(4) 補助対象事業の名称及び補助事業期間内における日程等の変更（補助対象事業の目的及び内 

容の変更がないものに限る。） 

 

（事情変更による決定の取消し等） 

第９条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生

じたときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれ

に付した条件を変更することができる。 

２ 市長は、前項の取消し又は変更を行うときは、大阪ドーム施設利用に関する補助金交付決定取

消・変更通知書（第８号様式）により補助事業者に通知するものとする。 

３ 市長は、第１項の取消し又は変更により、補助事業者が補助対象事業の実施のため補助対象事業

の主催者と締結した契約の変更又は解除が必要になったときは、当該変更又は解除に起因する賠

償金の支払に要する経費に限り、補助金を交付することができる。 

４ 前項の規定による補助金の交付については、第４条から前条までの規定を準用する。 

 

（補助事業の遂行） 

第 10条 補助事業者は、補助事業が適正に実施されるよう努めなければならず、また、補助金を他

の用途に使用してはならない。 

 

（立入検査等） 

第 11条 市長は、補助金の適正な執行のため、必要があると認めるときは、補助事業者に対して報

告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で、本市担当者を補助事業者の事務所等へ立ち入らせ、

当該担当者に帳簿書類その他の物件の検査を行わせ、若しくは関係者への説明を求めさせること

ができる。 

 

（実績報告） 

第 12条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助事業の中止若しくは廃止の承認を受けた

ときは、大阪ドーム施設利用に関する補助金実績報告書（第９号様式）に規則第 14条各号に掲げ

る事項を記載し、市長に提出しなければならない。 

２ 前項に規定する報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 



(1) 収支決算書（補助金の交付決定額とその精算額を記したもの） 

(2) 補助対象事業の実績（１日あたり参加者数の実績又はそれに類するデータ）を記した書類 

(3) 補助対象事業における実収料金の額が確認できる書類 

 

（補助金の額の確定等） 

第 13条 市長は、前条第 1項の規定による報告があったときは、報告書及び補助事業の実績を記し

た書類等を審査し、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した

条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を

確定し、大阪ドーム施設利用に関する補助金額確定通知書（第 10号様式）により補助事業者に通

知するものとする。 

 

（補助金の請求） 

第 14条 補助事業者は、前条の規定による通知があったときは、市長に対し大阪ドーム施設利用に

関する補助金請求書（第 11号様式）により補助金を請求することができる。 

２ 市長は、前項の請求を受けた日から 30 日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。 

 

（決定の取消し） 

第 15 条 規則第 17 条第 3 項の規定による通知は、大阪ドーム施設利用に関する補助金交付決定取

消通知書（第 12号様式）により行うものとする。 

 

（関係書類の整備） 

第 16条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第

13条の通知を受けた日の属する年度の末日の翌日から起算して５年間保存しなければならない。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ 本要綱は、平成 25年２月 18日から施行する。 

（大阪ドームアマチュアスポーツ施設利用に対する補助金交付要綱の廃止） 

２ 大阪ドームアマチュアスポーツ施設利用に対する補助金交付要綱（以下「旧要綱」という。）は、

廃止する。 

（経過措置） 

３ この要綱の施行の際旧要綱の規定によりなされている補助金の交付の申請、決定等の行為に関

しては、旧要綱が引き続き効力を有するものとする。 

 

附 則 

１ この要綱は、平成 26年６月５日から施行する。 

２ この要綱の施行の際、現になされている補助金交付、決定等に関する行為については、この要綱

の規定に基づいてなされたものとみなす。 

 

附 則 



１ この要綱は、平成 30年３月 20日から施行する。 

２ この要綱による改正後の大阪ドーム施設利用補助金交付要綱の規定は、平成 30年度以降の予算

により支出する補助金について適用する。 

 

附 則 

この要綱は、令和元年５月 31日から施行する。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和３年３月 31日から施行する。 

２ この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の大阪ドーム施設利用補助金交付要綱第

１号様式、第４号様式から第６号様式までの規定、第９号様式及び第 11号様式による用紙は、こ

の要綱による改正後の大阪ドーム施設利用補助金交付要綱の規定にかかわらず、当分の間なおこ

れを使用することができる。 



（第１号様式） 

  年  月  日  

 

大 阪 市 長  様 

 

主たる事務所の所在地 

法人名及び代表者の氏名
ふりがな

 

生年月日     年  月  日生 

 

 

 

大阪ドーム施設利用に関する補助金交付申請書 

 

 

標題の補助金について交付を受けたいので、大阪ドーム施設利用補助金交付要綱第４条第

１項の規定により、次のとおり申請します。 

 

 

１ 交付を受けようとする補助金の額及びその算出の基礎 

(1) 補助金の額    金          円 

(2) 算出の基礎 

 

２ 補助対象事業の名称、目的及び内容 

(1) 名称 

(2) 目的 

(3) 内容 

 

３ 補助対象事業の開始日及び完了予定日 

  年  月  日～    年  月  日 

 

４ 要綱第 6条に基づく確認事項（確認されましたら、□にチェックを入れてください。） 

□ 暴力団の利益になるような申請ではありません。 

（注意１）暴力団排除のため個人情報を警察に照会することがあります。 

（注意２）暴力団排除のため団体の役員名簿等の提出を求めることがあります。 

 

５ 添付書類 

(1) 事業計画書 

(2) 収支予算書 

(3) 補助対象事業の概要を記した書類 



（第２号様式） 

大阪市指令 第    号  

   年  月  日  

 

様 

 

大阪市長 

 

大阪ドーム施設利用に関する補助金交付決定通知書 

 

  年  月  日付けで申請のあった大阪ドーム施設利用に関する補助金につい

ては、次のとおり交付することを決定したので、大阪ドーム施設利用補助金交付要綱第５条

第２項の規定により通知します。 

 

 

１ 補助金の交付額   金          円 

 

２ 補助金の交付の条件 

(1) 補助事業の変更（大阪ドーム施設利用補助金交付要綱第８条第３項に規定する軽微な

変更を除く。）をする場合には、市長の承認を受けること。 

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けること。 

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合

には、速やかに市長に報告してその指示を受けること。 

(4) 市長が、補助金の適正な執行を期するため、補助事業者に対して報告を求め、又は本

市担当者を当該補助事業者の事務所等へ立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させ、

若しくは関係者へ説明を求めさせる必要があると認めたときは、これに協力すること。 

(5) その他、大阪市補助金等交付規則（平成 18 年大阪市規則第７号）及び大阪ドーム施

設利用補助金交付要綱の規定を遵守すること。 

 

３ その他 

本通知の決定内容（交付の条件を含む。）に不服があるときは、この通知を受けた日の翌

日から起算して 10日以内に申請の取下げをすることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 



（第３号様式） 

大阪市指令 第    号  

  年  月  日  

 

様 

 

大阪市長 

 

 

大阪ドーム施設利用に関する補助金不交付決定通知書 

 

 

  年  月  日付けで申請のあった大阪ドーム施設利用に関する補助金につい

ては、次の理由により交付しないことを決定したので、大阪ドーム施設利用補助金交付要綱

第５条第４項の規定により通知します。 

 

 

（交付しない理由） 

  



（第４号様式） 

  年  月  日  

 

大 阪 市 長  様 

 

主たる事務所の所在地 

 

 

法人名及び代表者の氏名 

 

 

 

大阪ドーム施設利用に関する補助金交付申請取下書 

 

 

  年  月  日付け大阪市指令  第    号にて通知のあった大阪ドーム

施設利用に関する補助金の交付決定について、大阪ドーム施設利用補助金交付要綱第７条第

１項の規定により申請を取り下げます。 

 

 

１ 補助金交付決定通知書を受け取った日       年  月  日 

 

２ 取下げの理由 

  



（第５号様式） 

  年  月  日  

 

大 阪 市 長  様 

 

主たる事務所の所在地 

 

 

法人名及び代表者の氏名 

 

 

 

大阪ドーム施設利用に関する補助金変更承認申請書 

 

 

  年  月  日付け大阪市指令  第    号にて補助金の交付の決定を受

けた補助事業について、大阪ドーム施設利用補助金交付要綱第８条第１項の規定により、次

のとおり変更の承認を申請します。 

 

 

（変更する内容及びその理由） 

  



（第６号様式） 

  年  月  日  

 

大 阪 市 長  様 

 

主たる事務所の所在地 

 

 

法人名及び代表者の氏名 

 

 

 

                         

大阪ドーム施設利用に関する補助金     承認申請書 

                         

 

 

  年  月  日付け大阪市指令  第    号にて補助金の交付決定を受け 

 

た補助事業について、大阪ドーム施設利用補助金交付要綱第８条第１項の規定により、次の 

 

とおり     の承認を申請します。 

                     

 

 

（     の理由（中止の場合は、その期間）） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中止 

 

廃止 

中止 
 

廃止 

中止 

 

廃止 



（第７号様式） 

大阪市指令 第    号  

  年  月  日  

 

様 

 

大阪市長 

 

 

                      変更   承 認 

大阪ドーム施設利用に関する補助金  中止        決定通知書 

                       廃止   不承認 

 

 

  年  月  日付けで申請のあった大阪ドーム施設利用に関する補助金の 

 

変更               承 認 

中止  については、次のとおり       と決定したので、大阪ドーム施設利用 

廃止               不承認 

 

補助金交付要綱第８条第２項の規定により通知します。 

 

 

   承 認 

１     の内容 

   不承認 

 

 

 

   承 認 

２     の理由等 

   不承認 

 

 

 

 

 

 

 

 



（第８号様式） 

大阪市指令 第    号  

  年  月  日  

 

様 

 

大阪市長 

 

 

                            取消 

大阪ドーム施設利用に関する補助金交付決定     通知書 

                            変更 

 

 

  年  月  日付け大阪市指令  第    号にて交付決定した大阪ドーム 

 

                       取消 

施設利用に関する補助金について、次のとおり     したので、大阪ドーム施設利用 

                       変更 

 

補助金交付要綱第９条第２項の規定により通知します。 

 

 

  取消 

１    の内容 

  変更 

 

 

 

  取消 

２    の理由 

  変更 

 

 

 

 

 

 

 

 



（第９号様式） 

  年  月  日  

 

大 阪 市 長  様 

 

主たる事務所の所在地 

 

 

法人名及び代表者の氏名 

 

 

 

大阪ドーム施設利用に関する補助金実績報告書 

 

 

  年  月  日付け大阪市指令  第    号にて補助金の交付決定を受け

た補助事業について、大阪ドーム施設利用補助金交付要綱第 12 条第１項の規定により、次

のとおり実績を報告します。 

 

 

１ 補助金の予定金額   金          円 

 

２ 添付書類 

(1) 収支決算書 

(2) 補助対象事業の実績を記した書類 

(3) 補助対象事業の実収料金の額が確認できる書類 

  



（第 10号様式） 

大 第     号  

  年  月  日  

 

様 

 

大阪市長 

 

 

大阪ドーム施設利用に関する補助金額確定通知書 

 

 

  年  月  日付け大阪市指令  第    号にて交付決定した大阪ドーム

施設利用に関する補助金については、次のとおり補助金額を確定したので、大阪ドーム施設

利用補助金交付要綱第 13条の規定により通知します。 

 

 

 確定金額   金          円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（第 11号様式） 

  年  月  日  

 

大 阪 市 長  様 

 

主たる事務所の所在地 

 

 

法人名及び代表者の氏名 

 

 

 

大阪ドーム施設利用に関する補助金請求書 

 

 

  年  月  日付け大 第    号にて補助金額の確定を受けた補助事業に

ついて、大阪ドーム施設利用補助金交付要綱第 14 条第１項の規定により、補助金を請求し

ます。 

 

   補助金請求額     金          円 

 

   次に指定する金融機関の口座へ振り込んでください。 

金融機関名  支 店 名   

預金種別  口座番号  

口座名義 

（フリガナ） 

（漢 字） 

  



（第 12号様式） 

大阪市指令 第    号  

  年  月  日  

 

様 

 

大阪市長 

 

 

大阪ドーム施設利用に関する補助金交付決定取消通知書 

 

 

  年  月  日付け大阪市指令  第    号にて交付決定した大阪ドーム

施設利用に関する補助金については、次のとおり交付決定を取り消したので、大阪ドーム施

設利用補助金交付要綱第 15条の規定により通知します。 

 

 

１ 取消しの内容 

 

 

 

２ 取消しの理由 

 

 

 

 


